
     

 

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
は
、
耕

作
放
棄
地
等
の
増
加
に
よ
り
国
土
の
保

全
・
水
源
の
か
ん
養
・
良
好
な
景
観
形
成

等
、
多
面
的
機
能
の
低
下
が
特
に
懸
念
さ

れ
て
い
る
中
山
間
地
域
等
に
お
い
て
、
担

い
手
の
育
成
等
に
よ
る
農
業
生
産
の
維
持

を
通
じ
多
面
的
機
能
を
確
保
す
る
観
点
か

ら
、
国
民
の
理
解
の
下
に
平
地
地
域
と
の

生
産
条
件
格
差
の
８
割
を
直
接
支
払
す
る

こ
と
と
し
た
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本

法
に
位
置
付
け
ら
れ
た
、
我
が
国
農
政
史

上
初
め
て
の
取
組
み
と
し
て
平
成
12
年

度
よ
り
第
１
期
対
策
と
し
て
導
入
さ
れ
、

以
降
５
年
ご
と
に
第
２
期
対
策
か
ら 

第
５
期
対
策
（
令
和
６
年
度
ま
で
）
と
し
て
、

効
果
的
に
活
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

今
後
は
、
令
和
７
年
度
か
ら
令
和
11
年
度

ま
で
を
対
策
期
間
と
す
る
、
第
６
期
対
策
と

し
て
、
法
律
に
基
づ
い
た
安
定
的
な
措
置
の

も
と
、
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
の
取
組
同
様
、
集
落
協
定
に
基

づ
き
５
年
間
以
上
継
続
し
て
農
業
生
産
活
動

を
行
う
農
業
者
等
が
対
象
者
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、
交
付
金
は
集
落
の
代
表
者
が
一
括
し

て
受
け
取
り
、
地
域
農
業
の
継
続
や
生
産
性

の
向
上
、
多
面
的
機
能
を
増
進
す
る
活
動
等
、

集
落
の
共
同
取
組
活
動
や
農
地
を
管
理
す
る

農
業
者
等
へ
配
分
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い

ま
す
。 

交付金の支払い  

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

共 同 

       個 人 

各筆毎の耕作者 

 

 

国 

北  海  道 

市  町  村 

集落（代表者） 

 集   落  

 

● 構成員の役割分担、管理活動に対す

る報酬 

● 共同活動に要する費用 

● 集落周辺の環境整備に要する費用 

● 多面的機能を増進する活動に要す

る費用 

● その他経費 

協   定  

集 落 名 

鶴居村鶴居集落 

代表 折笠 文則 

鶴居村幌呂集落 

代表 鈴木 伸也 

協定参加者 54人（農業者 37人、生産組織等 17人） 40人（農業者 31人、生産組織等 9 人） 

対象農用地面積 37,026,436㎡（草地比率の高い農地） 29,126,070㎡（草地比率の高い農地） 

交付金額 55,539,654円 

うち共同取組活動 29,275,899 円（52.71％） 

農業者等への配分 26,263,755 円（47.29％） 

43,689,105円 

うち共同取組活動 14,699,838 円（33.65％） 

農業者等への配分 28,989,267 円（66.35％） 

主な共同取

組 

活動の内容 

 

① 農村景観の維持と環境保全のため、   
農場や集会場周辺の清掃、花壇整備、
廃プラスチックの収集運搬を実施 

② 共同作業による身体的負担の軽減、 
生産性、収益費について助成 

③ タンチョウの給餌場の確保、環境整 
備を含めた保護活動の実施 

④ 計画的な農地管理を行うための農地 
管理用図面の作成 

⑤ 野生鳥獣被害対策のための助成 

① 農村景観と環境保持のため、廃プラス

チックの収集運搬の実施 

② 良質粗飼料の確保のため、土壌診断に

基づく計画的な草地更新を実施 

③ 機械・農作業の共同化による身体的負

担の軽減、生産性向上のために助成 

④ 計画的な農用地管理を行うための農

地管理用図面の作成 

⑤ 野生鳥獣被害対策のための助成 

 

※個人配分についても、集落協定により農地整備等中山間地域の為に活用される。 

集落協定に基づき

交付金が支払われ

ます。 

集     落 

各筆の耕作者 

集 落 協 定 の 概 要 を 公 表 し ま す 

 

１
年
度
目
と
な
る
令
和
７
年
度
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
様

に
、
２
つ
の
協
定
集
落
が
設
立
さ
れ
、
村
内
農
業
者
等
及
び
村
内
の

農
地
を
耕
作
す
る
村
外
農
業
者
等
（
農
場
・
組
織
）
に
よ
り
、
集
落

協
定
に
基
づ
く
共
同
取
組
活
動
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
こ
で
は
、
農
業
者
の
皆
さ
ん
が
話
し
合
い
に
よ
り
、
地
域
農
業

の
継
続
と
発
展
、
農
村
景
観
の
保
全
等
を
図
る
た
め
に
定
め
た
集
落

協
定
の
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 


